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① 子育てのための施設等利用給付認定の手続き

※給付を受けるために必要な認定です。必ず施設利用開始前または

３歳児クラスになる前に認定申請の手続きをしてください。

② 認定通知書の発行

③ 利用料の支払い

④ 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子

育て支援提供証明書」の発行 ※施設に発行を依頼してください。

⑤ 施設等利用給付の請求書の提出

※④の書類の添付が必要です。

※請求書様式等は中央区のホームページからダウンロードできます。

⑥ 施設等利用給付の支給 （支給時期（年２回））

１１月末（４～９月利用分）、５月末（１０～３月利用分）

※１ ＜給付対象となる認可外保育施設等＞

• 令和６年９月３０日まで：区市町村の「確認」を受けた施設

• 令和６年１０月１日以降：認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ区市町村の

「確認」を受けた施設

給付対象施設については、施設・事業の所在する自治体のホームページなどでご確認ください。

※２ ０～２歳児クラスに在籍する住民税課税世帯の第２子以降の子どもについては、別の補助金の制度（認可外保育

施設保育料補助金）があります。詳細は、ホームページで掲載していますのでご確認ください。

詳細は、中央区のホームページに

掲載しています。

【認定に関する問い合わせ先】

中央区役所 福祉保健部 保育課 保育入園係

℡ ： ０３－３５４６－５２２７・５３８７・９５８７

【給付（請求）に関する問い合わせ先】

中央区役所 福祉保健部 保育課 保育給付係

℡ ： ０３－３５４６－５４２２

⑦家庭状況届の提出

※年に一度「保育を必要とする事由」の状況を確認するため提出が必要です。

提出が必要な方には別途ご案内します。


